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　　　　　　　　　目　　　　　次

　　　　　　　　教育委員会規則

○愛知県教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規則
の一部を改正する規則

　　　　　　　　告　　　　　示

○愛知県後期高齢者医療広域連合の規約の変更の許可
○指定納付受託者の指定

　　　　　　　　公　　　　　告

○行政書士の業務の停止の処分

第８号

第446号
第447号
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２
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２

（総務課）

（市町村課）
（高等学校教育課）

（法務文書課）

　　　　　　　　　　　　　　　　 教育委員会規則

　 愛 知 県 教 育 委 員 会 が 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 十 一 月 二 十 二 日

愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長　 飯　 田　　　 靖　　

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 八 号

　　　 愛 知 県 教 育 委 員 会 が 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 愛 知 県 教 育 委 員 会 が 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 （ 令 和 五 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 九 条 第 一 号 中 「 、 健 康 保 険 の 被 保 険 者 証 」 を 削 る 。
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　　　　　　　　　　　　　　　　 告 示

愛知県告示第446号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第１項の規定に基づき、愛知県後期高齢者医療広域連合
から申請のあった規約の変更について、令和６年11月７日許可した。
　　令和６年11月22日

愛知県知事　大　村　秀　章　
　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第447号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定に基づき、指定納付受託者を令和６年
11月７日次のように指定した。
　　令和６年11月22日

愛知県知事　大　村　秀　章　
指 定 し た 者 納 付 さ せ る 歳 入 歳入を納付させる期間

ソニーペイメントサービス株式会社
　東京都港区高輪一丁目３番13号

愛知県公立高等学校入学者選抜Ｗｅｂ出願シ
ステムを利用して納付する手数料

令和７年１月21日から
令和７年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　 公 告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条の規定に基づき、令和６年11月20日次の行政書士に同月21日か
ら令和７年８月20日までの９月間の業務の停止の処分をした。
　　令和６年11月22日

愛知県知事　大　村　秀　章　
　氏　　名 事 務 所 の 名 称 事 務 所 の 所 在 地 日本行政書士会連合会

登録番号
足木　竜士 行政書士足木竜士事務所 豊川市一宮町社19番地 第15192329号

様 式 第 二 （表
）
、 様 式 第 十 三 （表

）
及 び 様 式 第 十 九 （表

）
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を 削 る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 十 二 月 二 日 か ら 施 行 す る 。

２　 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 愛 知 県 教 育 委 員 会 が 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 の 規 定 に 基

づ い て 作 成 さ れ て い る 保 有 個 人 情 報 開 示 請 求 書 、 保 有 個 人 情 報 訂 正 請 求 書 及 び 保 有 個 人 情 報 利 用 停 止 請 求

書 の 用 紙 は 、 改 正 後 の 愛 知 県 教 育 委 員 会 が 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当

分 の 間 、 使 用 す る こ と が で き る 。


